
 

 

私 有 道 路 の 市 道 編 入 取 扱 要 綱  

              平 成 １ ０ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 決 裁    

平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ４ 日 変 更 決 裁  

  平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ５ 日 変 更 決 裁   

平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 変 更 決 裁  

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ２ 日 変 更 決 裁  

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ４ 日 変 更 決 裁  

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ 日 変 更 決 裁  

令 和 ６ 年 １ 月 ４ 日 変 更 決 裁  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 私 有 道 路 の 市 道 編 入 に 関 し 、 都 市 計 画 法

第 ３ ２ 条 に よ る 帰 属 （ 以 下 「 帰 属 」 と い う 。 ） 又 は 寄 附 を 受

け 入 れ る 場 合 に お け る 道 路 の 基 準 及 び 手 続 き を 定 め 、 も っ て

市 道 路 網 の 整 備 充 実 を 図 り 、 公 共 の 福 祉 の 増 進 に 資 す る こ と

を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 道 路 後 退 部 分 」 と は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 道 路 を い う 。  

(１ )  建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 道 路 と す る た め の 道

路 後 退 部 分  

(２ )  建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 又 は 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号

に 基 づ く 岐 阜 県 開 発 審 査 会 基 準 に よ る 道 路 後 退 部 分  

 (３ )  都 市 計 画 法 第 ２ ９ 条 に よ る 道 路 の う ち 、 道 路 後 退 部 分  

 (４ )  前 各 号 の ほ か 、 市 長 が 特 別 の 事 由 が あ る と 認 め る 任 意

の 道 路 後 退 部 分  

２  こ の 要 綱 に お い て 「 位 置 指 定 道 路 」 と は 、 建 築 基 準 法 第 ４

２ 条 第 １ 項 第 ５ 号 に よ る 道 路 を い う 。  

３  こ の 要 綱 に お い て 「 開 発 道 路 」 と は 、 都 市 計 画 法 第 ２ ９ 条

に よ る 道 路 の う ち 、 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 道 路 を 除 く 幅 員 ６

メ ー ト ル 以 上 の 道 路 を い う 。  

４  こ の 要 綱 に お い て 「 そ の 他 の 道 路 」 と は 、 前 各 項 及 び 角 切

り の ほ か 、 市 長 が 特 別 の 事 由 が あ る と 認 め る 道 路 を い う 。  

（ 帰 属 又 は 寄 附 の 条 件 ）  

第 ３ 条  帰 属 又 は 寄 附 を 受 け 入 れ る 私 有 道 路 は 一 般 交 通 の 用



 

 

に 供 す る 道 路 で 、 こ の 要 綱 に 定 め る 基 準 等 に 適 合 す る も の で

な け れ ば な ら な い 。  

２  帰 属 又 は 寄 附 を 受 け 入 れ る 私 有 道 路 は 地 目 変 更 登 記 が さ

れ て お り 、 す べ て の 私 権 の 行 使 が 行 わ れ て い な い も の で あ る

と と も に 、 所 有 者 か ら 無 償 で 帰 属 又 は 寄 附 す る 旨 の 申 出 が あ

る も の で な け れ ば な ら な い 。  

３  帰 属 又 は 寄 附 を 受 け 入 れ る 私 有 道 路 は 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

 (１ )  道 路 後 退 部 分  

 (２ )  位 置 指 定 道 路  

 (３ )  開 発 道 路  

(４ )  角 切 り  

(５ )  そ の 他 の 道 路  

４  道 路 後 退 部 分 の 帰 属 又 は 寄 附 に つ い て は 、 接 道 す る 路 線 ご

と に 、 建 築 敷 地 の 間 口 の 全 て で な け れ ば な ら な い 。  

５  そ の 他 の 道 路 の う ち 、 幅 員 五 メ ー ト ル 未 満 の 道 路 に つ い て

は 、 地 目 変 更 登 記 が さ れ た 日 か ら 一 年 を 経 過 し た も の で な け

れ ば な ら な い 。  

（ 道 路 の 位 置 ）  

第 ４ 条  そ の 他 の 道 路 の 位 置 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る も の で な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  両 端 が 国 道 、 県 道 又 は 市 道 に 接 続 し て い る 。  

(２ )  一 端 を 国 道 、 県 道 又 は 市 道 に 接 続 し て い る 袋 路 状 道 路

で 、 道 路 に 面 し て 出 入 口 の あ る 建 物 が 複 数 建 築 さ れ て い

る 。  

２  帰 属 又 は 寄 附 を 受 け 入 れ る 私 有 道 路 の 位 置 が 市 の 計 画 に

あ る 場 合 に あ っ て は 、 市 の 計 画 に 沿 っ た も の で な け れ ば な ら

な い 。  

（ 道 路 の 構 造 基 準 ）  

第 ５ 条  帰 属 又 は 寄 附 を 受 け 入 れ る 私 有 道 路 の 形 状 及 び 構 造 の

基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。 た だ し 、 道 路 後 退

部 分 及 び 角 切 り に つ い て は 、第 １ 号 の 規 定 を 除 く も の と す る 。 

(１ )  道 路 幅 員 は 四 メ ー ト ル 以 上 あ り 、 袋 路 状 道 路 の 幅 員 五

メ ー ト ル 未 満 の も の に つ い て は 三 十 五 メ ー ト ル 以 内 ご と



 

 

に 自 動 車 の 転 回 広 場 が 設 け ら れ て い る こ と 。  

(２ )  道 路 は 厚 さ 五 十 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の ア ス フ ァ ル ト 舗 装

が さ れ て い る こ と 。  

(３ )  道 路 に は 道 路 用 既 製 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 側 溝 第 三 種 を 使

用 し た 有 蓋 路 面 排 水 用 側 溝 が 両 端 に 整 備 さ れ て お り 、 延

長 十 メ ー ト ル に つ き 一 箇 所 程 度 に 車 道 用 鋼 製 グ レ ー チ ン

グ 蓋 が 設 け ら れ て い る こ と 。 た だ し 、 次 の 場 合 は 、 申 請

者 は 道 路 管 理 者 と 協 議 の う え 整 備 方 法 を 定 め る も の と す

る 。  

ア  地 形 等 に よ り 排 水 用 側 溝 を 両 端 に 整 備 し が た い 。  

イ  既 に 排 水 用 側 溝 が 設 置 さ れ た 道 路 を 後 退 に よ り 拡 幅

す る 。  

(４ )  道 路 は 同 一 平 面 で 交 差 し 、 若 し く は 接 続 し 、 又 は 屈 曲

す る 箇 所 は 見 通 し の 良 い 箇 所 と し 、 角 地 の 隅 角 が 百 二 十

度 未 満 の 場 合 の 角 切 り は 隅 角 を 挟 む 二 等 辺 三 角 形 と し 、

そ の 斜 辺 が 三 メ ー ト ル 以 上 確 保 さ れ て い る こ と 。 た だ し 、

両 側 に 角 切 り を 設 け る こ と が 困 難 な 場 合 は 、 斜 辺 が 五 メ

ー ト ル 以 上 の 角 切 り が 設 け ら れ て い る こ と 。  

(５ )  道 路 の 縦 断 勾 配 は 六 パ ー セ ン ト 以 下 、 横 断 勾 配 は 一 ．

五 ～ 二 ． ０ パ ー セ ン ト で 、 階 段 状 で な い こ と 。 ま た 、 道

路 後 退 に よ り 道 路 拡 幅 を 行 う 場 合 は 、 既 設 と の 連 続 性 や

平 坦 性 が 確 保 で き る よ う 処 置 を 行 う こ と 。  

(６ )  そ の 他 、 道 路 構 造 令 （ 昭 和 四 十 五 年 政 令 第 三 百 二 十 一

号 ） 及 び 岐 阜 県 道 路 設 計 要 領 に 従 っ た 道 路 で あ る こ と 。  

２  角 切 り の 寄 附 に お い て 、 位 置 指 定 道 路 、 開 発 道 路 又 は そ の

他 の 道 路 の 帰 属 又 は 寄 附 を 伴 わ な い 場 合 、 そ の 形 状 は 前 項 第

４ 号 の 規 定 に よ ら ず 、 原 則 と し て 三 メ ー ト ル 以 上 の 斜 辺 を 有

す る 二 等 辺 三 角 形 と す る 。  

 （ 寄 附 申 込 ）  

第 ６ 条  私 有 道 路 の 寄 附 を 申 し 出 よ う と す る 者 は 、 寄 附 申 込 書

（ 別 記 第 一 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出

す る も の と す る 。  

(１ )  位 置 図  

(２ )  公 図 の 写 し  



 

 

(３ )  地 積 測 量 図  

(４ )  登 記 簿 の 全 部 事 項 証 明 書  

(５ )  平 面 図 、 縦 断 図 、 横 断 図 及 び 構 造 図 等  

  (６ ）  施 工 写 真 （ 出 来 形 管 理 写 真 を 含 む ）  

(７ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

 （ 検 査 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 込 書 を 受 理 し た と き は 、 道 路 の 位 置

及 び 構 造 等 に つ い て こ の 要 綱 に 適 合 し て い る か ど う か に つ い

て 、 検 査 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 通 知 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 検 査 を し た 結 果 こ の 要 綱 に

適 合 し て い る と 認 め た と き は 、申 込 者 に 対 し て 寄 附 承 諾 書（ 別

記 第 二 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 雑 則 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 要 綱 に よ り が た い

事 項 に つ い て は 、 別 に 市 長 が 定 め る 。  

   附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  私 有 道 路 の 市 道 編 入 取 扱 要 綱（ 平 成 九 年 一 月 二 十 日 決 裁 ）

は 、 廃 止 す る 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 、 現 に 建 設 さ れ て い る 私 有 道 路 で 廃 止

前 の 私 有 道 路 の 市 道 編 入 取 扱 要 綱 に 適 合 し て い る も の の 取 扱

い に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 二 十 七 年 十 一 月 五 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、平 成 二 十 八 年 十 一 月 二 十 二 日 か ら 施 行 す る 。 

こ の 要 綱 は 、 令 和 二 年 四 月 二 十 二 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 二 年 十 一 月 二 十 四 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 六 年 一 月 四 日 か ら 施 行 す る 。  

 


